
第
三

章
　
地
租
軽
減

地
価
修
正

第
一

節
　
地
租
軽
減

延
納
問
題
の

系
譜

一

七
五

　
租
税
問
題
に

関
す
る
県
収
税
長
添
田
知
通
の

具
申
書
（
一

－
九

）
（一）

伏
テ
租
税
ノ

要
領
ヲ

摭
録
ス

レ

ハ

賦
課
ノ

厚
薄
ニ

因
準
シ

テ
治
民
ノ

休
慼
ヲ

表

シ

忽
チ
歓
呼
ト

悲
嗟
ト
ヲ

岐
分
ス

租
税
ヤ

経
国
ノ

基
本
ニ

シ

テ
一

租
一

賦
一

税

一

課
ス

ル

モ

亦
軽
挙
ニ

付
ス

可
カ

ラ

サ
ル

ハ

今
〓
ニ

喋
々

賛
言
ス

ル

ヲ

待
タ
サ

ル

也
故
ニ

審
按
熟
慮
ス

ル

ニ

丁
リ
方
法
ノ

緻
密
ニ

過
テ
為
ニ

煩
労
ヲ

来
ス

モ

ノ

ナ
キ
歟
事
体
ノ

簡
略
ニ

流
レ

テ
以
テ
緊
要
ヲ

欠
ク
モ

ノ

ナ
キ
歟
或
ハ

立
論
美
ト

雖
モ

之
ヲ

実
施
ス

ル

ニ

難
キ
モ

ノ

ア
リ
物
理
ノ

真
情
一

致
同
轍
ナ
ラ
ス

是
ヲ

以

テ
細
大
捨
テ
ス

粗
密
漏
サ
ス

能
ク

治
民
ノ

意
想
ヲ

洞
察
シ

沃
土
磽
地
ニ

止
息
生

計
ス

ル

者
悉
ク
之
ヲ

酌
シ

之
レ

ヲ

量
シ

然
シ

テ
応
分
ノ

租
税
ヲ

収
納
セ

シ

ム

ル

ニ

注
意
シ

務
メ
テ
権
衡
ヲ

失
セ

サ
ル

ヲ

要
ス

明
治
十
三
年
度
以
降
収
税
上
ノ

事

項
ハ

前
年
同
轍
敢
テ
異
ナ
ル

ナ
キ
ヲ

以
テ
今
〓
ニ

上
言
セ

ス

知
通
菲
才
ヲ

以
テ

本
課
に

主
宰
ト
ナ
リ
一

賦
一

課
ノ

租
税
ヲ

収
入
追
徴
ス

ル

ニ

至
リ
民
情
ニ

通
暁

セ

ス

シ

テ
市
街
村
巷
ニ

咨
嗟
ノ

声
ヲ

発
セ

ン

コ

ト
ヲ

恐
ル

然
リ
ト
雖
モ

我

県
令
閣
下
治
民
撫
育
ノ

懇
切
ナ
ル

ニ

葵
向
シ

テ
幸
ニ

其
責
ヲ

免
ル

今
明
治
十
五

年
一

月
政
始
ノ

佳
日
本
課
担
当
ノ

事
務
ニ

就
テ
其
科
目
ヲ

表
制
シ

テ
貴
覧
ニ

呈

晋
ス

　
恐
徨
謹
言

租
税
課
長

明
治
十
五
年
一

日
四
日

　
一

等
属
　
添
田
知
通

（二）

伏
テ
惟
フ

国
家
ノ

静
謐
ヲ

保
チ
世
ノ

文
明
ヲ

進
メ
一

国
ヲ

富
強
ナ
ラ
シ

ム

ル

ハ

皆
租
税
ニ

是
レ

由
ラ
サ
ル

ナ
シ

而
シ

テ
我
国
古
来
租
税
ノ

法
タ
ル

概
ネ
農
ノ
一

方
ニ

止
リ
他
ノ

工

商
等
ニ

至
ッ

テ
ハ

斯
ノ

義
務
ア
レ

ト
モ

措
ヲ

問
ハ

ス

夫
レ

想

フ
ニ

農
ハ

本
ナ
リ
工

商
ハ

末
ナ
リ
然
リ
而
シ

テ
本
ヲ

抑
ヘ

末
ヲ

縦
ツ

豈
其
当
ヲ

得
タ
ル

モ

ノ

ナ
ラ
ン

ヤ

然
レ

ト
モ

因
襲
ノ

久
シ

キ
人
之
レ

ヲ

恠
シ

ム

モ

ノ

ナ
シ

実
ニ

賦
税
ノ

原
理
ニ

戻
リ
不
公
不
平
ナ
ル

之
レ

ヨ

リ
大
ナ
ル

ハ

莫
シ

ト
云
フ

ヘ

シ

我
聖
朝
維
新
日
尚
ホ

浅
キ
モ

鋭
意
先
ニ

ス

ル

ニ

地
租
ノ

公
平
ナ
ラ

サ
ル

ヲ

釐

正
シ

尋
テ
改
良
ヲ

加
ヘ

ラ
レ

シ

モ

ノ
一

ニ

シ

テ
足
ラ
ス

輓
近
酒
税
ノ

増
加
売
薬

印
紙
税
ノ

創
設
等
或
ハ

禁
止
税
ノ

質
ナ

キ
ニ

非
ル

モ

要
ス

ル

ニ

保
生
擁
護
ノ

鴻

恩
ニ

報
ユ

ル

義
務
ニ

外
ナ

ラ
サ
ル

可
シ

夫
レ

之
ヲ

課
シ

之
ヲ

賦
ス

事
固
ヨ

リ
成

規
例
格
ニ

拠
リ
之
レ

ヲ

調
理
ス

ル

モ

徴
税
ノ

易
カ

ラ

サ
ル

動
モ

ス

レ

ハ

民
心
ヲ
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害
フ

ナ
キ
ニ

非
サ
ル

ヲ

以
テ

苦
慮
百
端
一

賦
一

税
ノ

間
厘
毛
ノ

微
ト
雖
ト
モ

苟

モ

セ

ス

上
ハ

閣
下
至
仁
ノ

施
政
ヲ

翼
賛
シ

下
ハ

民
心
ニ

悖
ル

勿
カ

ラ
ン

コ

ト
ヲ

夙
夜
憂
慮
シ

テ
措
カ

サ
リ
シ

ナ
リ
抑
客
年
ノ

已
行
ヲ

顧
ル

ニ

納
税
者
ニ

シ

テ
其

重
キ
ニ

苦
シ

ミ

其
軽
キ
ニ

楽
シ

ム

者
ア
ル

ナ
ク
国
税
地
方
税
数
種
ノ

税
目
モ

課

中
共
同
ノ

勉
励
ニ

因
リ
事
渋
滞
ナ

ク
収
納
シ

該
帳
簿
ノ

如
キ
モ

尽
ク

之
レ

ヲ

整

理
セ

リ
知
通

不
肖
閣
下
知
隅
ノ

高
恩
ヲ

荷
ヒ

本
県
租
税
ノ

事
務
ニ

主
宰
タ
ル

ノ

任
ヲ

辱
フ

シ

或
ハ

恐
ル

瀆
職
ノ

失
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

然
レ

ト
モ

県
令
閣
下
慈
祥
ノ

光
映
ニ

頼
リ
幸
ニ

其
失
ヲ

免
ル

今
明
治
十
六
年
一

月
政
始
ノ

佳
辰
ニ

方
リ
本
課

管
掌
ノ

科
目
ヲ

制
表
シ

謹
テ
左
右
ニ

呈
晋
ス

　
誠
徨
謹
言

租
税
課
長

明
治
十
六
年
一

月
四
日

　
一

等
属
　
添
田
知
通

（三）

夫
租
税
ハ

国
家
人
民
ノ

安
危
休
戚
ニ

係
ル

所
也
是
賦
税
其
法
ヲ

得
ル

ト

得
サ
ル

ト
ニ

在
リ
テ
之
ヲ

賦
シ

之
ヲ

課
ス

コ

ト
固
ヨ

リ
成
規
例
格
ニ

拠
リ
以
テ
調
理
ヲ

遂
ク
ル

モ

若
シ
一

厘
毛
ノ
一

賦
一

税
タ
リ
ト
モ

過
誤
ニ

出
ル

ト
キ
ハ

大
イ
ニ

民

心
ノ

信
義
ニ

関
ス

故
ニ

周
到
緻
密
力
メ

テ
正
覈
ノ

審
査
ヲ

為
シ

上
ハ

閣
下
方
正
ノ

施
政
ヲ

翼
賛
シ

下
ハ

民
心
ヲ

悖
ル

勿
カ

ラ
ン

コ

ト
ヲ

夙
夜
憂
慮
シ

テ
措
カ

ス

是
本
課
ノ

職
掌
ト
シ

テ
最
モ

地
方
重
大
ノ

責
任
ナ
レ

ハ

ナ
リ
抑
客
年

ノ

已
行
ヲ

顧
ニ

秋
収
以
降
米
価
非
常
ノ

低
落
従
テ
金
融
閉
塞
世
上
一

般
ノ

不
景

気
ヲ

現
シ

既
ニ

第
三
期
田
租
ノ

如
キ
困
迫
維
谷
此
当
時
在
テ
ハ

不
得
已
ヲ

預
リ

米
等
ノ

甘
ロ

キ
ヲ

得
サ
シ

メ

漸
ニ

シ

テ
之
カ

所
分
ヲ

為
ス

ニ

至
ル

実
ニ

案
外
ノ

年
柄
ナ
リ
熟
ラ

農
夫
ノ

経
済
ヲ

注
目
ス

ル

ト
キ
ハ

危
急
存
亡
ノ

秋
ト

謂
フ

可
キ

歟
而
リ
ト
雖
モ

　
閣
下
至
仁
ノ

余
光
ヲ

荷
ヒ

国
税
地
方
税
共
ニ

数
種
ノ

税
目
ア

ル

モ

課
中
共
同
ノ

勉
励
ニ

因
リ
事
渋
滞
ナ
ク

各
収
税
ヲ

納
付
シ

以
テ
該
帳
簿
ノ

如
キ
モ

悉
ク

整
理
完
全
セ

リ
其
事
由
ニ

於
ケ
ル

左
ノ

項
目
ニ

掲
ケ
以
テ

高
覧
ニ

供
ス

不
肖
知
通

本
県
租
税
ノ

事
務
ニ

主
宰
タ
ル

ノ

任
ヲ

辱
フ

シ

或
ハ

畏
ル

瀆
職

ノ

失
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

然
レ

ト
モ

　
県
令
閣
下
慈
祥
ノ

光
映
ニ

頼
リ
幸
ヒ

ニ

其
欠

ヲ

免
ル

〓
ニ

明
治
十
七
年
一

月
政
始
ノ

良
辰
ニ

方
リ
本
課
管
掌
ノ

科
目
ヲ

製
表

シ

謹
テ
之
ヲ

左
右
ニ

呈
晋
ス

　
誠
惶
頓
首
敬
白

租
税
課
長

明
治
十
七
年
一

月
四
日

　
一

等
属
　
添
田
知
通

（四）

惟
ミ

ル

ニ

国
ア
レ

ハ

政
ア
リ
政
ヲ

行
フ

ヤ

必
国
費
ヲ

要
ス

之
ヲ

衆
民
ニ

賦
課
シ

以
テ
其
途
ニ

充
ツ

是
租
税
ハ

国
家
ノ

基
本
タ
ル

所
以
ナ
リ
然
リ
而
其
賦
課
ノ

方

法
ニ

於
ル

固
ヨ

リ
成
規
税
則
ア
リ
テ
調
徴
其
宜
キ
ヲ

得
ル

ニ

非
サ
レ

ハ

民
之
カ

為
ニ

疾
苦
シ

国
体
之
カ

為
ニ

富
強
ノ

域
ニ

進
ム

コ

ト
ヲ

得
ス

鳴
呼
至
重
至
大
ノ
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報
ト
倶
ニ

高
覧
ニ

供
ス

　
誠
惶
頓
首
謹
白

明
治
十
九
年
一

月
四
日

　
神
奈
川
県
収
税
長

添
田
知
通

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
殿

（六）

具

申

書

夫
租
税
者
人
民
之
要
務
而
国
家
ヲ

経
理
ス

ル

ノ

本
源
也
故
ニ

治
民
賦
課
之
方
法

ニ

於
ル

施
政
ノ

重
且
大
典
ニ

シ

テ
豈
軽
々

忽
視
ス

可
カ

ラ
サ
ラ
ン

乎
抑
明
治
十

九
年
ノ

已
行
ヲ

顧
フ

ニ

春
陽
和
順
ニ

シ

テ
麦
穀
実
ヲ

厚
フ

シ

傍
ラ

養
蚕
及
製
茶

ノ

産
業
等
無
難
採
収
ヲ

得
シ

ニ

仲
夏
以
降
稀
成
旱
魃
ニ

テ
田
方
挿
秧
ニ

際
シ

涵

養
ノ

瀦
水
ヲ

欠
キ
為
メ
ニ

稲
田
亀
裂
シ

其
太
タ
シ

キ
乾
涸
之
地
ニ

至
テ
ハ

耕
耡

ノ

術
ナ
ク
空
田
ニ

嘱
ス

又
畑
作
毛
ノ

如
キ
モ

湿
潤
之
性
乏
ク
凋
萎
枯
色
ヲ

観
ル

ニ

至
ル

此
秋
ヲ

シ

テ
蒼
生
之
惨
状
嘆
息
ヲ

極
メ
シ

ニ

偶
々

天
福
ヒ

ヲ

降
シ

利
用

厚
生
之
恵
雨
ヲ

漑
キ
順
時
暑
威
熾
ニ

克
ク
百
穀
稔
リ
秋
収
豊
穣
之
歓
呼
ヲ

唱
フ

ト
雖
モ

又
若
干
之
被
害
地
無
キ
ニ

シ

モ

非
ス

倩
ラ

民
家
ノ

財
計
上
ヲ

洞
察
ス

ル

ト
キ
ハ

輓
近
物
価
ノ

低
落
ニ

原
因
シ

農
商
倶
ニ

連
々

衰
頽
之
状
況
ナ
ル

カ

中
ニ

国
税
ト
云
ヒ

地
方
税
ト
云
ヒ

収
納
期
節
ニ

際
会
シ

敢
テ
異
状
ヲ

呈
セ

サ
ル

ハ

閣
下
慈
仁
之
施
政
能
ク
人
民
ノ

胸
裡
ニ

貫
徹
シ

テ
納
税
ノ

義
務
ヲ

重
ン

シ

力
メ

テ
守
成
遵
奉
ヲ

表
セ

ン

ト
欲
ス

ル

モ

ノ

歟
然
リ
而
シ

テ
客
年
地
方
官
制
之
改
革

ニ

由
リ
並
列
課
名
ヲ

被
廃
更
ニ

収
税
部
ヲ

置
キ

部
中
ニ

各
課
ヲ

設
ケ
ラ
レ

シ

ハ

葢
シ

税
務
拡
充
ノ

際
執
務
錯
雑
ヨ

リ
流
弊
勿
ラ
シ

メ
ン

ト
ノ

良
法
ニ

出
テ
規
画

其
宜
キ
ニ

適
セ

リ
将
タ

収
税
上
ノ

事
務
タ
ル

日
ニ

月
ニ

頻
繁
ヲ

極
メ

就
中
誤
謬

地
訂
正
ノ

如
キ
非
常
最
モ

至
難
之
事
業
ニ

シ

テ
調
査
精
密
容
易
ナ
ラ
サ
リ
シ

モ

着
手
以
来
全
管
十
中
ノ

六
分
ハ

旧
年
尾
ヲ

期
シ

既
ニ

検
了
ヲ

告
ク
知
通

菲
才
ヲ

以
テ
収
税
部
長
ノ

重
任
ヲ

辱
フ

シ

賢
明
ナ
ル

　
閣
下
之
余
光
ヲ

荷
ヒ

部
下
課
員

ヲ

鼓
舞
シ

孜
々

勉
励
以
テ
客
年
ノ

事
蹟
ヲ

整
齊
ス

今
ヤ

明
治
廿
年
之
政
始
ニ

膺

リ
処
理
之
事
務
表
及
十
八
年
度
年
報
ト

併
セ

テ
高
覧
ニ

供
ス

幸
ヒ

ニ

賜
閲
ア
ラ

ン

コ

ト
ヲ

　
誠
惶
頓
首
謹
白

明
治
廿
年
一

月
四
日

　
収
税
部
長
　
添
田
知
通

神
奈
川
県
知
事
　
沖

守
固
殿

（
注
）
事
務
表
、

年
報
と
も
欠
。

（七）

恭
惟
ニ

収
税
ノ

事
タ
ル

実
ニ

財
政
ノ

要
部
ニ

シ

テ
国
家
安
危
ノ

関
ル

所
人
民
休

戚
ノ

係
ル

所
蓋
シ

焉
ヨ

リ
大
ナ
ル

ハ

莫
シ

故
ニ

我
政
府
ハ

夙
ニ

欧
米
ノ

良
法
美

律
ヲ

取
テ
以
テ
我
国
古
来
ノ

税
法
ニ

折
衷
シ

国
用
年
ニ

加
ハ

リ
民
財
未
タ
豊
カ

ナ
ラ
ス

ト

雖
モ

下
ニ

苛
税
重
歛
ノ

声
ナ
ク
上
国
庫
ヲ

シ

テ
益
々

富
実
ナ
ラ

シ

メ

ン

コ

ト
ヲ

欲
ス

此
時
ニ

当
テ
ヤ

苟
モ

職
ニ

税
務
ニ

与
カ
ル

モ

ノ

豈
夫
レ

勉
メ

サ
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原
理
ニ

シ

テ
軽
々

忽
視
ス

可
カ

ラ

サ
ル

モ

ノ

也
不
肖
知
通
此
重
任
ヲ

帯
ヒ

克
ク

尽
ク
ス

コ

ト
能
ハ

サ
ル

ヲ

恐
ル

ト
雖
モ

黽
勉
以
テ
過
チ
ナ
キ
ニ

庶
幾
ラ
ン

コ

ト

ヲ

欲
ス

将
ニ

方
今
事
務
上
ノ

奈
何
ヲ

鑑
ミ
ル

ニ

従
前
宿
滞
ノ

調
理
ナ
キ
ニ

非
ス

ト
雖
モ

本
課
衆
員
ヲ

督
励
シ

漸
次
竣
功
ヲ

奏
ス

ル

ニ

際
ス

〓
ニ

於
テ
尚
収
税
長

ノ

大
任
ヲ

辱
フ

シ

爾
来
之
カ

実
施
ノ

方
法
等
頗
ル

多
端
繁
忙
ニ

向
ヒ

シ

モ

課
員

孜
々

奮
発
以
テ
稍
齊
整
ヲ

観
ニ

至
ル

又
地
方
税
ノ

徴
収
ニ

於
ケ
ル

創
始
已
降
数

年
ノ

経
験
ニ

因
テ
逐
次
其
宜
キ
ヲ

得
タ
ル

モ

ノ
ヽ

如
シ

唯
憾
ラ

ク
ハ

爰
両
年
間

穀
価
非
常
ノ

低
落
ニ

原
因
シ

四
民
共
ニ

財
計
不
測
ノ

逼
迫
ヲ

極
メ

必
至
衰
頽
ノ

状
況
ヲ

現
ス

加
之
暴
風
水
災
被
害
ニ

罹
リ
農
民
ハ

無
上
ノ

困
難
ニ

陥
此
秋
ニ

方

倩
ラ

収
税
納
付
ノ

完
結
ヲ

鑑
察
ス

レ

ハ

夙
夜
痛
慮
ニ

耐
サ
リ
シ

カ

我
カ

県
令
閣
下
治
民
撫
育
ノ

懇
切
ナ
ル

ニ

葵
向
シ

テ
民
心
異
状
ノ

声
ナ
ク

収
税
ノ

義

務
ヲ

尽
シ

純
全
ナ
ラ
シ

メ
ン

ト

欲
ス

知
通

ノ

幸
何
事
歟
之
ニ

如
ン

ヤ

今
政
始
ノ

嘉
辰
ニ

膺
リ
別
楮
政
表
ヲ

高
覧
ニ

供
シ

併
テ
客
歳
ノ

成
蹟
ヲ

呈
露
シ

長
ナ
ヱ

ニ

治
民
安
寧
ヲ

祝
ス

　
頓
首
謹
白

明
治
十
八
年
一

月
六
日

　
神
奈
川
県
収
税
長
　
添
田
知
通

（五）

政
治
上
緒
言

夫
租
税
者
国
之
大
典
而
民
之
要
務
也
国
計
依
之
以
立
民
義
由
之
以
成
官
徴
民
納

以
国
家
ヲ

経
済
ス

ル

ノ

基
本
也
抑
客
年
ノ

已
行
ヲ

顧
フ
ニ

春
時
ヨ

リ
気
候
異
同

ニ

シ

テ
仲
夏
稼
穡
之
秋
ニ

際
シ

霖
雨
強
降
非
常
之
洪
水
押
溢
シ

耕
地
恰
モ

如
海

ニ

均
シ

為
メ
ニ

分
挿
苗
腐
ハ

言
フ

モ

更
ナ
リ
沿
川
ノ

村
落
ハ

地
形
変
転
シ

荒
蕪

ニ

属
ス

ル

モ

又
僅
少
ナ
ラ
ス

此
当
時
ニ

在
テ
ハ

民
家
危
急
ノ

声
嗝
々

ト
シ

テ
巷

ニ

満
チ
凶
災
違
作
ノ

兆
候
已
ニ

現
出
セ

シ

カ

如
シ

或
ハ

衰
頽
ヲ

鳴
ラ
シ

或
ハ

飢

饉
ト

呼
世
上
一

般
誚
ト
シ

テ
憂
患
止
マ

ス

此
秋
ニ

方
リ
知
通

苟
モ

収
税
長
ノ

重

任
ヲ

辱
フ

シ

民
家
之
状
況
ヲ

観
察
ス

ル

ト
キ
ハ

何
ヲ

以
歟
租
税
納
付
之
義
務
ヲ

奏
セ

シ

ム

可
ク
ト
夙
夜
痛
慮
ニ

耐
ヘ

サ
リ
シ
ニ

　
聖
代
之
光
栄
天
地
ト

倶
ニ

蒼

生
ヲ

補
ケ
将
ニ

天
福
ヒ

ヲ

降
シ

爾
来
暑
威
熾
ニ

恩
露
恵
風
順
時
ニ

季
候
ヲ

萃
ム

故
ニ

百
穀
稔
ヲ

厚
フ

シ

充
分
ノ

豊
登
ヲ

告
ク
鳴
呼
四
民
歓
呼
之
声
ハ

前
患
ヲ

掃

ヒ

怡
々

ト
シ

テ
満
足
ニ

出
ツ

然
リ
ト
雖
モ

収
税
納
付
ノ

完
結
ハ

重
大
之
挙
行
ニ

シ

テ
国
税
ト
云
地
方
税
ト
云
固
ヨ

リ
成
規
例
格
ア
リ
テ
一

賦
一

課
厘
毛
之
微
ト

雖
モ

軽
々

忽
視
ス

可
カ

ラ
サ
ル

也
方
今
収
税
之
事
務
タ
ル

ヤ

日
ニ

月
ニ

拡
充
シ

加
フ

ル

ニ

醤
油
税
菓
子
税
之
如
キ

新
設
創
始
ノ

際
一

層
整
理
ニ

注
要
ス

其
他
諸

税
検
査
ノ

法
則
モ

逐
年
緻
密
ニ

従
ヒ

頗
ル

多
端
繁
忙
ヲ

極
メ
シ

モ

本
課
衆
員
孜

々

奮
発
以
稍
竣
事
之
結
果
ヲ

奏
ス

ル

ニ

至
レ

リ
知
通

上
者
　
閣
下
方
正
之
施
政

ヲ

翼
賛
シ

下
ハ

民
心
ニ

悖
ル

勿
ラ
ン

事
ヲ

焦
慮
シ

テ
措
カ
ス

或
ハ

畏
ル

瀆
職
之

失
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

而
ル

ニ

　
閣
下
慈
祥
之
光
映
ニ

頼
リ
幸
ヒ

ニ

其
欠
ヲ

免
ル

今

ヤ

明
治
十
九
年
一

月
政
始
ノ

良
辰
ニ

膺
リ
本
課
管
掌
之
科
目
ヲ

製
表
シ

併
テ
年
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ル

可
ケ
ン

ヤ
知
通
　
閣
下
ノ

顕
用
ニ

逢
ヒ

其
不
才
ヲ

顧
ミ
ス

シ

テ
税
務
ニ

従
事

ス

ル

コ

ト

有
年
于
〓
矣
常
ニ

其
任
ノ

重
且
大
ニ

シ

テ
　
閣
下
ノ

厚
託
ニ

背
カ
サ

ラ
ン

コ

ト
ヲ

是
レ

恐
レ

日
夜
孜
々

ト
シ

テ

責
務
ノ

挙
ラ
ン

コ

ト
ヲ

欲
ス

ト

雖
モ

老
耄
何
ソ

為
ス

所
ア
ラ
ン

ヤ

唯
幸
ニ

　
閣
下
指
令
ノ

寛
仁
ナ
ル

属
僚
ノ

勤
勉
ナ

ル

県
民
ノ

温
良
ナ
ル

能
ク
之
ヲ

補
ヒ

之
ヲ

助
ケ
未
タ
大
ニ

税
務
ヲ

失
墜
ス

ル

ニ

至
ラ
サ
ル

ハ

実
ニ

知
通

ノ

光
栄
ト
云
フ

ヘ

シ

今
ヤ

明
治
廿
年
間
ノ

実
況
ヲ

追
思

シ

其
成
蹟
ヲ

考
フ

ル

ニ

寒
暑
時
ニ

随
テ
蚕
桑
ノ

葉
大
ニ

挙
リ
水
旱
風
雪
ノ

害
ナ

ク
シ

テ
穀
麦
共
ニ

宜
シ

キ
ヲ

得
商
勢
漸
ク

挽
回
シ

テ
金
融
稍
々

開
ケ
地
租
及
諸

税
ノ

収
納
モ

随
テ
好
果
ヲ

見
ル

ノ

萠
芽
ヲ

発
シ

現
ニ

酒
造
見
込
高
ハ

前
年
度
ヨ

リ
増
加
ス

ル

コ

ト

壱
万
四
千
有
余
石
醤
油
石
数
モ

亦
殆
ン

ト
弐
千
石
ニ

垂
ン

ト

ス又
地
押
調
査
ハ

他
ノ

府
県
ニ

率
先
シ

十
八
年
四
月
以
降
漸
次
之
ニ

差
手
シ

タ
リ

シ

カ

幸
ニ

本
庁
派
遣
ノ

検
査
員
ヨ

リ
郡
村
ノ

諸
吏
ニ

至
ル

マ

テ
不
屈
不
撓
ノ

勢

ヲ

以
テ
勉
励
刻
苦
ノ

功
ヲ

積
ミ

客
年
十
二

月
中
浣
ヲ

以
テ
遂
ニ

此
大
業
ヲ

竣
成

ス

ル

コ

ト
ヲ

得
又
煙
草
税
ハ

全
国
皆
逋
税
ノ

弊
ニ

苦
ム

モ

ノ
ニ

シ

テ
本
県
ノ

如

キ
ハ

殊
ニ

秦
野
ノ

名
地
ア
リ
為
メ
ニ

其
害
ヲ

蒙
ム

ル

コ

ト
一

層
甚
シ

ト
ス

故
ニ

此
弊
源
ヲ

絶
タ
ン

ト
欲
ス

ル

コ

ト
良
々

久
シ

客
年
十
月
更
ニ

該
営
業
者
ニ

説
ク

ニ

同
業
規
約
ヲ

設
立
シ

互
ニ

逋
税
ノ

奸
策
ヲ

制
シ

上
ハ

納
税
ノ

公
平
ヲ

保
チ
下

ハ

犯
則
被
刑
ノ

不
幸
ヲ

避
ク
ル

ノ

緊
急
要
務
ナ
ル

ヲ

以
テ
セ

シ
ニ

該
業
者
大
ニ

反
省
ス

ル

所
ア
リ
テ
直
チ
ニ

其
規
約
ヲ

設
ケ
将
来
本
税
施
行
上
ニ

一

改
良
ヲ

来

ス

ノ

基
礎
ト
ナ
リ
爾
来
営
業
者
弐
百
余
人
印
紙
税
三
千
円
余
ヲ

増
加
ス

ル

ノ

好

結
果
ヲ

得
タ
リ
其
他
所
得
税
法
ノ

施
行
ハ

客
年
我
税
法
中
ノ
一

大
美
事
ナ
リ
ト

雖
モ

若
シ

其
始
メ
ヲ

慎
マ

ス

ン

ハ

将
来
之
レ

カ

弊
害
ヲ

生
ス

ル

モ

亦
極
メ

テ
大

ナ
リ
ト
云
フ

ヘ

シ

然
ル

ニ

　
閣
下
疾
ク
郡
区
長
ヲ

召
集
シ

再
三
慇
懃
ノ

懇
諭
ヲ

布
キ
能
ク

此
法
ノ

趣
旨
ト

施
行
ノ

方
法
ト
ヲ

体
シ

苟
モ

上
下
相
軋
ル

カ

如
キ
ノ

弊
ナ
カ

ラ
シ

ム

而
シ

テ
知
通

亦
此
事
ノ

空
シ

カ

ラ
サ
ラ
ン

コ

ト
ヲ

勉
メ
タ
リ
此

ニ

於
テ
カ

郡
区
皆
秩
然
ト
シ

テ
下
調
ヲ

遂
ケ
期
ニ

従
テ
委
員
会
ヲ

開
カ

サ
ル

モ

ノ

ナ
ク
之
ヲ

開
テ

毫
モ

紛
糾
ヲ

生
ス

ル

モ

ノ

ナ
ク

速
ニ

徴
税
ノ

順
序
ヲ

結
了
ス

ル

ニ

至
リ
タ
ル

ハ

実
ニ

予
想
外
ノ

好
結
果
ト
云
フ
ヘ

キ
ナ
リ
又
客
年
五
月
以
降

漸
次
ニ

収
税
属
ヲ

シ

テ
各
郡
区
ヘ

在
勤
命
セ

ラ
レ

未
タ
著
シ

キ

効
果
ヲ

奏
ス

ル

能
ハ

ス

ト

雖
モ

日
ヲ

積
ミ

月
ヲ

累
ネ
事
務
ニ

慣
熟
ス

ル

ノ

時
機
ニ

投
ス

レ

ハ

頗

ル

郡
区
ノ

税
務
ヲ

補
整
ス

ル

ニ

至
ル

ヘ

シ

以
上
掲
ク
ル

所
ノ

者
ハ

僅
カ
ニ

其
大

要
ヲ

概
陳
ス

ル

ニ

過
キ
ス

若
夫
詳
細
ニ

至
テ
ハ

更
ニ

別
紙
事
務
表
ニ

於
テ
之
ヲ

縷
述
セ

リ
　
閣
下
併
セ

テ
電
覧
ヲ

賜
ハ

ヽ

幸
ニ

其
実
況
ヲ

詳
悉
セ

ラ
ル

ヽ

ニ

至

ラ
ン

是
レ

知
通
カ

特
ニ

　
閣
下
ニ

切
望
ス

ル

所
ナ
リ
　
誠
恐
誠
惶
頓
首
頓
首

明
治
廿
一

年
一

月
四
日

　
収
税
部
長
　
添
田
知
通

神
奈
川
県
知
事
　
沖

守
固
殿

（
注
）
別
紙
欠
。
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（八）

具

申

書

夫
租
税
者
財
政
ノ

要
部
国
家
ヲ

経
理
ス

ル

ノ

本
原
ニ

シ

テ
文
明
ヲ

進
メ

国
ノ

富

強
ヲ

図
ル

モ

是
ニ

由
ラ

サ
ル

ハ

ナ
シ

故
ニ

我
政
府
ハ

夙
ニ

泰
西
ノ

美
法
ヲ

折
衷

シ

賦
課
ノ

税
律
ヲ

制
定
シ

以
テ
官
徴
民
納
ノ

極
ヲ

立
若
シ

其
宜
キ
ニ

適
セ

サ
レ

ハ

人
民
ノ

休
戚
ニ

係
ル

蓋
シ

焉
ヨ

リ
大
ナ
ル

ハ

莫
シ

豈
軽
挙
ニ

付
ス

可
ケ
ン

ヤ

知
通

菲
才
ヲ

以
テ
此
重
任
ヲ

帯
ヒ

日
夜
孜
々

ト
シ

テ
責
務
ノ

挙
ラ
ン

コ

ト
ヲ

欲

シ

僚
属
ノ

勤
勉
ヲ

得
税
務
ノ

失
墜
ス

ル

ニ

至
ラ

サ
ル

ハ

幸
ニ

　
閣
下
寛
仁
ノ

指

命
ヲ

荷
ヒ

知
通

ノ

光
栄
ト
云
フ

ヘ

シ

顧
ル

ニ

廿
一

年
間
ノ

事
務
ハ

一

二

税
則
ノ

改
正
等
ニ

ヨ

リ
聊
カ

影
響
ヲ

蒙
リ
タ
ル

モ

ノ

ア
リ
ト
雖
モ

其
大
体
ニ

至
テ
ハ

曽

テ
変
シ

更
マ

リ
タ
ル

モ

ノ

ア
ラ
ス

今
試
ミ
ニ

事
務
ノ

最
モ

大
ナ
ル

モ

ノ

ヲ

挙
ク

レ

ハ

地
押
調
査
ハ

本
年
ニ

至
リ

其
調
査
ヲ

遂
ケ
始
メ

テ
結
果
ヲ

見
ル

ニ

至
レ

リ

其
筆
数
ハ

二

十
五
万
一

千
二

百
余
ニ

シ

テ
反
別
ヲ

増
ス

コ

ト

百
三
十
八
町
歩
余

地
価
ヲ

増
ス

コ

ト
三
十
三
万
九
百
余
円
地
租
ヲ

増
ス

コ

ト
八
千
二

百
円
余
ナ
リ

然
ル

ニ

全
管
地
誌
ノ

整
理
上
ニ

於
テ
一

斑
ヲ

欠
ク
モ

ノ

ア
リ
乃
チ
高
座
大
住
足

柄
上
津
久
井
ノ

四
郡
内
ニ

耕
宅
地
ハ

僅
々

ナ
ル

モ

山
林
原
野
ニ

至
リ
テ
ハ

段
別

壱
万
弐
千
町
程
ノ

論
地
ア
リ
其
原
因
タ
ル

明
治
五
年
地
券
発
行
已
来
各
地
境
界

又
ハ

旧
秣
場
ノ

入
会
各
自
所
有
権
ヲ

争
ヒ

屢
々

法
廷
ヲ

煩
ハ

シ

中
ニ

ハ

官
民
区

別
ノ

成
蹟
等
不
判
明
モ

有
之
当
初
改
正
ノ

際
争
論
中
ナ
ル

ヲ

以
テ
改
租
未
済
ト

ナ
シ

之
カ

処
理
ス

ル

コ

ト

不
能
况
ヤ

多
年
ノ

紛
議
一

朝
ノ

和
解
ニ

至
ラ
ス

処
分

困
難
上
ヨ

リ
荏
苒
経
過
セ

シ

モ

遂
ニ

百
説
万
論
漸
ク
其
和
局
ヲ

表
シ

今
ヤ

本
県

下
一

歩
ノ

論
地
ナ
キ
ヲ

得
タ
リ
将
タ
土
地
台
帳
名
寄
帳
ハ

亜
テ
整
理
ノ

方
法
ヲ

尽
シ

主
任
ヲ

派
シ

テ
ハ

其
実
況
ヲ

監
ミ

郡
長
ニ

謀
リ
テ
ハ

其
速
成
ヲ

促
カ
シ

漸

ク
ニ

シ

テ

其
大
半
ノ

整
頓
ヲ

見
ル

ニ

至
レ

リ
夫
レ

実
地
ノ

事
既
ニ

整
ヒ

帳
簿
亦

将
サ
ニ

成
ラ
ン

ト
ス

若
シ

夫
レ

図
面
ノ

訂
正
ヲ

終
レ

ハ

地
租
ノ

事
復
タ
遺
憾
ナ

キ
也
又
雑
税
ハ

菓
子
醤
油
烟
草
三
税
則
ノ

改
正
ニ

由
リ
一

時
多
少
ノ

変
動
ヲ

来

タ
シ

タ
ル

モ

其
実
施
ノ

方
法
順
序
ニ

従
ヒ

或
ハ

主
任
ヲ

派
シ

テ
実
際
ノ

景
況
ヲ

察
シ

或
ハ

検
査
員
ノ

意
見
ヲ

問
フ

テ
営
業
上
ノ

便
否
ヲ

詳
ニ

シ

其
取
扱
書
若
ク

ハ

心
得
書
等
ニ

拠
リ
叮
寧
親
切
ニ

適
用
シ

以
テ
之
ヲ

改
定
シ

タ
ル

ニ

皆
ナ
其
実

情
意
表
ニ

出
テ
商
況
益
々

隆
盛
ノ

域
ニ

向
ヘ

リ
且
ツ

酒
造
ノ

如
キ
モ

之
ヲ

前
年

ニ

比
ス

レ

ハ

四
百
余
石
ヲ

減
ス

ト
雖
モ

其
自
家
用
料
ノ

数
ニ

至
テ
ハ

却
テ
七
百

余
石
ヲ

増
加
セ

リ
又
徴
収
ノ

景
況
ハ

多
ク

前
年
ノ

事
務
ヲ

継
承
シ

之
ヲ

納
期
内

ニ

於
テ
見
ル

ニ

其
徴
収
歩
合
ノ

如
キ
国
税
ニ

在
テ
ハ

九
分
八
厘
地
方
税
ニ

在
テ

ハ

八
分
八
厘
余
公
儲
金
ニ

在
テ
ハ

九
分
壱
厘
余
ニ

達
シ

其
他
徴
税
費
収
支
ノ
コ

ト
ト
云
ヒ

又
統
計
ノ
コ

ト
ト
云
ヒ

漸
ク
秩
然
ト
シ

テ
其
緒
ニ

就
キ
之
ヲ

既
往
ニ

比
ス

レ

ハ

日
ヲ

同
フ

シ

テ
論
ス

可
カ

ラ
ス

〓
ニ

亦
更
ニ

陳
述
ス

可
キ
モ

ノ

ア
リ

前
年
始
メ

テ
秦
野
地
方
ニ

一

ノ

検
査
員
分
派
所
ヲ

設
ケ
専
ラ

烟
草
税
検
査
ニ

従

事
セ

シ

メ

利
害
ノ

帰
ス

ル

所
以
ヲ

厚
ク

営
業
人
ニ

諭
シ

同
業
規
約
ヲ

設
ケ
テ
互

©神奈川県立公文書館



ニ

逋
税
ト

奸
策
ト
ヲ

制
セ

シ
ム

ル

等
勉
メ

テ
良
民
ヲ

庇
保
ス

ル

ノ

術
ヲ

尽
シ

タ

ル

ニ

皆
ナ

望
外
ノ

好
結
果
ヲ

来
タ
シ

現
ニ

犯
則
者
ノ

数
ニ

於
テ
ハ

著
シ

ク

其
数

ヲ

減
シ

印
紙
税
ニ

於
テ
ハ

分
外
ノ

増
加
ヲ

見
ル

ニ

至
レ

リ
以
上
之
ヲ

通
観
ス

ル

ニ

皆
ナ

着
々

進
歩
ノ

域
ニ

進
ミ

且
ツ

県
民
ノ

感
情
モ

自
ラ

温
順
ノ

点
ニ

就
キ
タ

ル

カ

如
シ

葢
シ

　
閣
下
施
政
ノ

久
シ

キ
恩
威
内
外
ニ

普
及
シ

以
テ
此
ニ

至
ル

不

肖
知
通

此
気
運
ニ

遭
遇
ス

ル

ハ

実
ニ

欣
喜
ニ

堪
エ

サ
ル

所
ナ
リ
爾
後
愈
ヨ

進
ム

テ
怠
ラ
ス

内
ハ

収
税
ノ

精
神
ヲ

拡
メ

以
テ

国
家
万
分
ノ
一

端
ヲ

補
ヒ

外
ハ

商
業

ノ

発
育
ヲ

助
ケ
以
テ

県
民
生
営
ノ

幾
分
ヲ

進
メ
ハ

知
通
ノ

　
閣
下
ニ

報
ス

ル

所

以
或
ハ

其
レ

庶
幾
カ

ラ
ン

カ

今
ヤ

事
務
表
ヲ

製
呈
シ

併
セ

テ
其
大
要
ヲ

概
陳
ス

若
シ

夫
事
務
ノ

詳
細
ハ

載
セ

テ

別
冊
ニ

在
リ
　
閣
下
瀏
覧
ヲ

賜
ハ

ヽ

幸
甚
々

々

知
通
　
頓
首
再
拝

明
治
二

十
二

年
一

月
三
十
日

神
奈
川
県
収
税
長
　
添
田
知
通

神
奈
川
県
知
事
　
沖

守
固
殿

（九）

具

申

書

知
通

寡
才
浅
識
ノ

身
ヲ

以
テ
重
且
大
ナ
ル

租
税
事
務
ノ

責
任
ヲ

荷
フ

〓
ニ

年
ア

リ
凡
ソ

行
政
事
務
ノ

繁
多
ナ
ル

中
ニ

就
キ
其
難
キ
コ

ト

葢
シ

財
務
ヨ

リ
大
ナ
ル

ハ

莫
ケ
ン

抑
モ

租
税
ノ

国
家
ト
人
民
ト
ニ

於
ケ
ル

其
相
互
権
義
ノ

関
係
ス

ル

所

実
ニ

至
大
至
緊
ナ
ル

ヲ

以
テ
宜
ク
法
規
ノ

運
用
ヲ

実
際
ニ

滑
カ
ニ

シ

賦
課
ヲ

確

実
ニ

シ

テ
公
平
ヲ

保
チ
納
期
ヲ

厳
正
ニ

シ

テ
逋
税
ノ

弊
ナ
カ

ラ
シ

メ

大
ハ

以
テ

国
庫
ノ

経
済
ニ

必
シ

小
ハ

以
テ
納
税
者
ノ

義
務
ヲ

明
カ
ニ

シ
一

事
一

業
渾
テ
人

民
ニ

緊
切
ノ

関
係
ヲ

有
セ

サ
ル

ハ

ナ
シ

知
通

老
耄
何
ノ

為
ス

所
ナ
キ
モ

十
数
年

ノ

久
シ

キ
幸
ヒ

ニ

大
過
ナ
キ
ハ

法
規
ノ

能
ク
民
度
ニ

適
セ

ル

ト
上
司
ノ

措
置
宜

シ

キ
ヲ

得
シ

ト

僚
属
ノ

勤
勉
ナ
ル

ト
ニ

職
由
セ

リ
ト

謂
フ

ト
雖
ト
モ

亦
知
通

聊

カ

積
年
ノ

実
験
ニ

依
テ
民
情
形
勢
ノ

在
ル

所
ヲ

鑑
識
シ

調
和
円
滑
ノ

方
法
ヲ

以

テ
シ

テ
温
良
ナ
ル

県
民
ニ

対
シ

タ
ル

ノ

結
果
ナ
ラ
ン

ト
自
信
セ

リ
然
レ

ト
モ

知

通

未
タ

曽
テ
此
ニ

偸
安
セ

ス

夙
夜
汲
々

ト
シ

テ
其
職
務
ノ

挙
ラ
サ
ル

ヲ

憂
フ

閣
下
新
タ
ニ

令
尹
ノ

顕
職
ヲ

帯
ヒ

本
県
ニ

赴
任
セ

ラ
ル

冀
ク
ハ

将
来
寛
仁
ナ
ル

指
命
ヲ

仰
キ
益
鞠
躬
シ

テ
以
テ

塵
霧
山
海
ヲ

補
ヒ

螢
燭
日
月
ヲ

増
サ
ン

コ

ト
ヲ

私
カ
ニ

予
期
ス

　
閣
下
其
レ

之
ヲ

諒
セ

ヨ

焉
然
リ
而
シ

テ
明
治
廿
二

年
中
ニ

在

テ
整
理
セ

ル

事
務
ノ

梗
概
ヲ

約
陳
セ

ン

ニ

四
月
ヲ

以
テ
市
制
町
村
制
施
行
セ

ラ

ル

ヽ

ト
同
時
ニ

国
税
徴
収
法
ヲ

実
施
セ

ラ
レ

収
納
ノ

手
続
一

変
シ

横
浜
市
ニ

係

ル

国
税
ノ

賦
課
徴
収
及
所
得
税
菓
子
税
ノ

税
額
調
査
事
務
ハ

本
部
ノ

直
管
ス

ル

所
ト
為
リ
而
シ

テ
七
月
以
降
収
税
部
出
張
所
十
有
五
箇
所
ヲ

各
郡
市
ニ

新
設
シ

テ
国
税
ニ

関
ス

ル

事
務
ヲ

管
掌
ス

ル

コ

ト
ト
ナ
レ

リ
尋
テ

特
別
地
価
修
正
ノ

事

ハ

始
メ

大
蔵
大
臣
ヨ

リ
内
意
ヲ

示
サ
レ

タ
ル

ニ

付
頗
ル

秘
密
ニ

其
下
調
ヲ

為
シ
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数
十
日
ヲ

経
テ
之
ヲ

了
シ

其
筋
ヘ

内
申
シ

タ
リ
而
シ

テ
八
月
ニ

至
リ
法
律
ヲ

以

テ
其
公
布
ア
ル

ヤ

直
ニ

該
修
正
額
ヲ

各
郡
長
ニ

達
シ

町
村
毎
地
ノ

配
当
額
ハ

収

税
部
出
張
所
ニ

申
出
々

張
所
ニ

於
テ
ハ

日
夜
之
レ

カ

検
算
ニ

従
事
シ

県
下
凡
ソ

七
十
七
万
余
筆
ノ

完
了
殆
ン

ト
十
二

月
尽
日
ニ

迨
ヘ

リ
又
各
町
村
字
限
切
絵
図

ハ

地
租
改
正
ノ

際
ニ

成
リ
タ
ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
今
日
ニ

至
テ
ハ

地
目
変
易
シ

実
地

ニ

適
応
セ

サ
ル

ヲ

以
テ
一

月
ヨ

リ
着
手
シ

テ
凡
ソ

三
百
余
日
ヲ

費
シ

総
数
二

万

五
千
有
余
枚
ノ

地
図
ヲ

悉
ク
訂
正
若
ク
ハ

新
製
シ

テ
其
実
用
ヲ

完
フ

シ

タ
リ
キ

次
ニ

土
地
台
帳
ハ

本
年
度
ヨ

リ
向
三
ケ
年
度
間
ニ

調
理
完
成
ス

ル

ノ

目
的
ヲ

以

テ
既
ニ

各
出
張
所
ヲ

シ

テ
其
業
ニ

就
カ
シ

メ
タ
リ
其
他
印
紙
類
ノ

出
納
ヲ

精
密

ニ

シ

物
品
ノ

会
計
ヲ

厳
格
ニ

ス

ル

等
諸
事
着
々

其
秩
序
ヲ

定
メ

整
頓
ヲ

期
セ

リ

将
タ
徴
収
ノ

景
況
ハ

前
年
ニ

対
比
シ

徴
税
額
壱
万
五

千
余
円
ノ

減
差
ヲ

現
ハ

セ

リ

要
ス

ル

ニ

風
災
水
害
ノ

為
メ
秋
穫
ノ

過
半
ヲ

失
シ

随
テ
米
価
騰
貴
金
融
必
迫

シ

商
勢
頗
ル

振
ハ

サ
リ
シ

ニ

外
ナ
ラ

サ
ル

ナ
リ
其
既
納
歩
合
ハ

平
均
九
分
九
厘

四
毛
ニ

シ

テ
前
年
ヨ

リ
一

厘
七
毛
ノ

強
キ
ヲ

見
ル

ノ
ミ

ナ
ラ
ス

不
納
公
売
処
分

ヲ

執
行
セ

シ
モ

ノ

前
年
ニ

比
ス

レ

ハ

十
五
人
ヲ

減
少
セ

リ
転
シ

テ
諸
税
則
違
犯

者
ノ

数
ハ

八
百
六
十
三
人
ニ

シ

テ
前
年
ニ

比
較
シ

千
四
十
六
人
ヲ

減
セ

シ
ハ

盖

シ

検
査
方
法
其
宜
シ

キ
ニ

適
ヒ

逋
税
ヲ

企
図
ス

ル

余
地
ナ
キ
ノ

結
果
ナ
ラ
ン

カ

上
来
具
述
ス

ル

如
ク
一

年
間
事
務
ノ

変
動
ヲ

致
セ

シ

実
ニ

鮮
少
ナ
ラ
サ
リ
シ

ト

雖
ト
モ

令
達
ノ

出
ル

毎
ニ

其
執
行
上
専
ラ

敏
活
ヲ

主
ト
シ

テ
処
弁
セ

リ
爰
ニ

明

治
廿
二

年
事
務
表
ヲ

捧
呈
シ

　
閣
下
乙
夜
ノ

覧
ニ

供
ス

幸
ヒ

ニ

一

瞥
ヲ

賜
ハ

ラ

ハ

夫
レ

或
ハ

諸
般
事
務
ノ

実
況
ヲ

詳
悉
セ

ラ
ル

ニ

足
ル

ヘ

シ

知
通

誠
惶
頓
首
再

拝
明
治
廿
三
年
一

月
十
七
日

　
神
奈
川
県
収
税
長

添
田
知
通

神
奈
川
県
知
事
　
浅
田
徳
則
殿

（「
上
申
具
申
建
白
書
綴
」（
明
治
四
―
二

三
年
）
添
田
茂
樹
氏
蔵
）

（
注
）
事
務
表
欠
。

一

七
六

　
地
租
延
納
上
申
書

地
租
延
納
之
義
ニ

付
上
申
書
写

地
租
之
義
ニ

付
明
治
十
四
年
第
十
四
号
布
告
ヲ

以
テ
其
徴
収
期
限
ヲ

四
期
ニ

納

セ

ラ
レ

候
ヨ

リ
以
来
農
民
若
干
ノ

不
便
ヲ

蒙
リ
其
レ

ガ

為
メ

生
計
ノ

難
渋
ヲ

招

キ

候
ハ

已
ニ

御
洞
察
モ

可
有
之
候
得
共
是
迄
穀
作
農
熟
ニ

シ

テ
且
相
当
ノ

価
位

ヲ

保
チ
来
リ
候
ニ

ヨ

リ
租
税
等
恙
ナ
ク
上
納
致
し
来
り
候
然
ル

ニ

本
年
ハ

穀
価

非
常
之
低
落
ヲ

来
リ
加
フ

ル

ニ

一

般
金
融
ノ

閉
塞
甚
シ

ク

農
家
困
憊
実
ニ

名
状

ス

ヘ

カ

ラ
ザ
ル

有
様
ニ

相
成
候
本
年
之
如
キ
ハ

凶
年
饑
歳
ト
云
フ

ニ

無
之
候
得

共
耕
作
ヲ

以
テ
生
活
ヲ

相
営
ミ

候
農
民
ニ

取
ツ

テ
ハ

拾
モ

凶
歳
ト
同
一

ノ

結
果

ニ

有
之
何
ン

ト
ナ
レ

バ

〓
ニ

地
租
金
五
円
ヲ

納
ム

ル

モ

ノ

ア
ラ
ン

昨
年
於
テ
ハ

凡
米
六
斗
内
外
ヲ

以
之
ニ

充
足
致
し
候
ヲ

今
年
ニ

至
リ
テ
ハ

米
壱
石
二

三
斗
ヲ
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要
セ

サ
ル

ヲ

得
ス

其
他
一

家
ニ

金
銭
ヲ

要
ス

ル

件
ニ

於
テ
ハ

何
レ

モ

皆
同
一

之

事
情
ニ

有
之
是
即
チ
昨
米
拾
石
ノ

収
穫
ア
リ
タ
ル

モ

ノ

今
年
減
シ

テ
五
石
ノ

収

穫
ヲ

得
タ
ル

ト

毫
モ

異
ナ
ル

コ

ト
無
之
候
加
之
本
県
ノ

義
ハ

地
方
税
地
租
割
徴

収
期
限
第
二

期
ヲ

本
年
新
ニ

十
一

月
十
五
日

改
定
セ

ラ
レ

候
ヲ

リ
旁
当
惑
至
極

ノ

事
ニ

候
経
済
ニ

迂
濶
ナ
ル

農
民
何
ヲ

以
テ
カ
一

家
之
維
持
ヲ

全
フ

セ

ン

其
レ

能
ハ

サ
ル

ヤ

眼
然
タ
ル

コ

ト
ニ

候
依
之
租
税
徴
収
ノ

義
モ

頗
ル

困
難
ヲ

極
メ

居

候
処
猶
漸
々

逼
迫
之
域
ニ

陥
リ
候
ハ

ヽ

此
上
如
何
ナ
ル

事
柄
ヲ

相
生
シ

可
シ

哉

恐
ラ

ク
ハ

地
租
ノ

如
キ
モ

定
期
ニ

於
テ
全
備
ノ

収
納
ハ

相
成
間
敷
ト
被
存
候
良

シ

ヤ

暫
ラ
ク
之
ヲ

弥
縫
シ

得
ル

モ

他
□
退
転
離
散
ノ

徒
陸
続
輩
出
ス

ル

コ

ト
見

ニ

至
テ
ハ

是
決
シ

テ
政
府
好
マ

セ

ラ
レ

ザ
ル

義
ニ

有
之
ト
恐
察
仕
候
夫
レ

官
民

ノ

間
ニ

在
ッ

テ
彼
是
ノ

情
実
ヲ

通
シ

上
下
共
和
シ

テ
憾
ミ

ナ
カ

ラ
シ

ム

ル

ハ

其

貴
郡
区
長
及
長
等
ニ

ア
リ
ト
愚
考
仕
候
而
シ

テ
又
我
政
府
ハ

納
税
者
ノ

為
メ
ニ

便
宜
ノ

時
節
方
法
ニ

ヨ

ッ

テ
租
税
徴
収
セ

ラ
ル

ヽ

御
趣
意
ナ
ル

コ

ト
ハ

曩
ニ

御

施
行
有
之
候
凶
歳
地
租
延
納
規
則
并
代
米
納
規
則
等
ニ

ヨ

ツ

テ
下
察
致
サ
レ

候

義
ニ

有
之
私
共
苟
モ

戸
長
其
職
ニ

在
ツ

テ
地
方
今
日
之
実
況
ヲ

目
撃
シ

何
分
黙

止
ス

ル

能
ハ

サ
ル

場
合
ニ

立
至
リ
候

前
述
ノ

次
第
ニ

付
本
年
地
租
之
義
第
三
期
ヲ

明
年
二

月
限
リ
四
期
同
四
月
限
リ

ト

延
納
被
成
下
候
ハ

ヽ

農
家
一

般
ノ

幸
福
ハ

勿
論
私
共
徴
収
者
ニ

於
テ
幾
分
ノ

困
難
ヲ

免
カ
レ

可
申
候
間
何
卒
出
格
之
御
処
分
相
成
候
様
致
度
此
段
連
署
ヲ

以

テ
上
申
仕
候
也

明
治
十
六
年
十
月
廿
五
日

　
八
十
壱
人
戸
長
調
印

神
奈
川
県
令
代
理

書
記
官
長
宛

（
大
山
町
戸
長
役
場
「
上
申
録
」（
明
治
一

三
―
一

五

年
）
伊
勢
原
市
役
所
蔵
）

一

七
七

　
租
税
軽
減
哀
願
書

以
活
版
代
謄
写
禁
公
布

伏
シ

テ
租
税
ノ

軽
減
ヲ

哀
願
ス

神
奈
川
県
相
模
国
愛
甲
郡
一

町
二

拾
六
ケ
村
ノ

納
税
者
三
百
九
十
一

人
ノ

者
共

誠
惶
誠
恐
頓
首
シ

テ
白
ス

私
等
伏
シ

テ
惟
ル

ニ

王
政
一

タ
ビ

新
マ

リ
シ
ヨ

リ
内

ハ

祖
宗
ノ

盛
典
ニ

則
リ
外
ハ

泰
西
ノ

文
物
ニ

視
テ
制
度
風
俗
ヲ

改
良
シ

憲
章
法

典
粲
然
ト
シ

テ
美
ヲ

今
古
ニ

輝
カ
ス

者
固
ヨ

リ
一

ニ

シ

テ
足
ラ
ザ
ル

ナ
リ
中
ニ

就
テ
モ

税
法
ノ

如
キ
ハ

最
モ

著
大
ナ
ル

改
革
ヲ

経
テ
全
ク

其
面
目
ヲ

改
メ

加
フ

ル

ニ

明
治
十
年
更
ニ

至
仁
ノ

大
詔
ヲ

降
シ

テ
地
租
ノ

納
額
ヲ

減
ゼ

ラ
レ

タ
リ
是

ヲ

以
テ
私
等
モ

亦
タ
租
税
ヲ

貢
納
シ

テ
以
テ
国
民
タ
ル

ノ

本
分
ヲ

尽
ス

ニ

敢
テ

怠
タ
ル

コ

ト
ナ
キ
ヲ

得
タ
ル

ハ

偏
ヘ

ニ

聖
明
ノ

恩
沢
ニ

由
ラ
ズ
ン

バ

ア
ラ
ザ
リ

キ

然
ル

ニ

今
ヤ

不
幸
ニ

シ

テ
四
海
困
窮
ノ

秋
ニ

方
リ
私
等
ハ

将
サ
ニ

応
分
ノ

義

務
ヲ

尽
ス

コ

ト

能
ハ

ザ
ラ
ン

ト
ス

ル

ノ

形
勢
ニ

切
迫
セ

シ

カ
バ

已
ム

コ

ト
ヲ

得
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ズ

今
〓
ニ

地
租
ノ

軽
減
ア
ラ
ン

コ

ト
ヲ

哀
願
ス

ル

所
ア
ラ
ン

ト
欲
ス

蓋
シ

方
今

我
国
ノ

財
政
ハ

出
入
正
サ
ニ

相
適
フ

テ
其
余
裕
ア
ラ
ザ
ル

ベ

キ
ハ

私
等
ノ

平
生

篤
ク
信
ジ
テ
疑
ハ

ザ
ル

所
ナ
レ

バ

今
比
請
願
ヲ

上
ル

ハ

誠
ニ

恐
懼
惶
悚
ニ

耐
ザ

ル

次
第
ニ

ハ

ア
レ

ト
モ

亦
退
ヒ

テ
考
フ

ル

ニ

私
等
日
本
人
民
ハ

未
ダ
直
接
ニ

歳

入
ノ

当
否
ヲ

審
査
定
断
ス

ル

ノ

自
由
ヲ

保
有
シ

得
ザ
ル

者
ナ
ル

ガ
故
ニ

其
窮
迫

困
苦
シ

テ
自
ラ

救
フ

コ

ト
能
ハ

ザ
ル

ニ

及
ビ

テ
ハ

則
チ
是
レ

ヲ

政
府
諸
公
ニ

哀

訴
嘆
願
シ

テ
以
テ
救
助
ヲ

仰
ギ

奉
ル

ノ

他
ニ

又
如
何
ト
モ

ス

ベ

キ
ノ

道
ナ
シ

是

レ

比
度
ビ

私
等
ガ

減
租
ノ

儀
ヲ

請
願
ス

ル

所
以
ナ
リ
仍
テ
先
ヅ
其
窮
困
ノ

情
状

ヲ

粗
ボ
左
ニ

開
陳
シ

テ
以
テ

高
明
ノ

憐
察
ヲ

仰
グ
ベ

シ

抑
我
愛
甲
郡
ハ

一

面
ハ

水
田
ヲ

以
テ
他
郡
ニ

連
リ
漸
ク
西
ニ

シ

テ

高
地
ト
ナ
ル

其
ノ

間
畑
地
多
ク
シ

テ
連
山
ノ

間
ニ

断
続
シ

米
麦
桑
蚕
ヲ

産
ス

ル

ニ

適
ス

是
ヲ

以
テ

我
郡
民
ハ

従
来
其
米
麦
ノ
一

半
ヲ

以
テ
貢
租
ニ

充
テ
他
ノ
一

半
ヲ

食
料
ト

ナ
シ

而
シ

テ
日
常
必
需
ノ

物
品
ヲ

購
買
ス

ル

ノ

資
ニ

至
リ
テ
ハ

全
ク

之
ヲ

桑
蚕

ノ

所
得
ニ

取
リ
テ
辛
ジ
テ
其
生
活
ヲ

営
ミ
シ

者
ナ
リ
然
ル

ニ

明
治
十
三
年
ヨ

リ

物
価
頻
リ
ニ

騰
貴
シ

テ
歳
入
頓
ニ

多
キ
ヲ

加
ヘ

為
メ
ニ

一

時
ハ

撃
壌
鼓
腹
ノ

歓

ヲ

受
ク
ル

コ

ト
ヲ

得
タ
ル

モ

偶
々

当
局
財
務
官
ニ

更
迭
ノ

事
起
リ
一

朝
財
政
ヲ

改
メ
ラ
ル

ヽ

ヤ

従
来
失
価
ヲ

極
メ

タ
ル

紙
幣
ハ

忽
チ
其
価
ヲ

復
シ

テ
為
メ
ニ

物

品
ノ

呼
価
ヲ

減
ジ

終
ニ

今
日
ハ

地
主
ヲ

シ

テ
宛
モ

歳
入
三
分
ノ
二

ヲ

失
ヒ

タ
ル

ト
一

般
ノ

思
ヒ

ア
ラ
シ

メ
ン

ト
ス

ル

ニ

至
レ

リ
加
之
此
ノ

数
年
間
頻
リ
ニ

税
法

ノ

改
正
ア
リ
テ

酒
税
若
シ

ク
ハ

烟
草
税
等
ノ

大
ニ

増
加
セ

ラ
レ

タ
ル

ア
リ
地
方

税
ノ

如
キ
モ

亦
タ
之
レ

ヲ

制
定
ノ

始
メ
ニ

視
レ

バ

恰
モ

年
一

年
ニ

増
加
セ

ラ
レ

タ
ル

ノ

実
ナ
カ

ラ
ズ

尤
モ

彼
ノ

汎
濫
タ
ル

紙
幣
ノ

洪
水
ヲ

救
治
シ

テ
硬
貨
主
義

ノ

政
略
ヲ

断
行
セ

ラ
レ

タ
ル

ガ

如
キ
ハ

誠
ニ

国
家
ノ

美
事
ニ

シ

テ

我
国
財
務
ノ

進
歩
ト
云
フ

ベ

ク
又
其
酒
税
烟
草
税
ノ

如
キ

間
税
ヲ

重
ク
セ

ラ
レ

タ
ル

コ

ト
及

ビ

漸
次
ニ

地
方
税
ヲ

加
ヘ

ラ
レ

タ
ル

コ

ト

等
ノ

如
キ
ハ

皆
ナ

是
レ

已
ム

ヲ

得
ザ

ル

ノ

急
需
ア
ル

ニ

出
デ
タ
ル

ベ

シ

ト

承
認
セ

ザ
ル

ニ

ハ

ア
ラ
ザ
レ

ト
モ

其
我
々

地
主
ニ

於
テ
非
常
ノ

艱
難
ヲ

覚
フ

ル

モ

ノ
ハ

他
ナ
シ

其
大
ニ

減
少
シ

タ
ル

歳
入

ヲ

以
テ
其
大
ニ

増
加
シ

タ
ル

各
種
ノ

租
税
ヲ

貢
納
セ

ザ
ル

ヲ

得
ザ
ル

ノ
一

事
即

チ
是
レ

ナ
リ
且
夫
レ

我
々

地
主
ノ

歳
入
ハ

所
謂
小
作
人
ナ
ル

者
ガ

其
借
地
ノ

報

酬
ト
シ

テ
納
ム

ル

所
ノ

小
作
年
貢
即
チ
其
大
半
ヲ

占
ム

ル

ガ

故
ニ

我
々

地
主
ガ

政
府
ニ

対
シ

テ
貢
租
ノ

義
務
ヲ

果
ス

ニ

於
テ
モ

亦
之
レ

ヲ

小
作
年
貢
ニ

求
メ
ザ

ル

ヲ

得
ザ
ル

ナ
リ
然
ル

ニ

其
小
作
人
等
ガ

米
価
下
落
ノ

影
響
ニ

感
ジ

貧
苦
困
窮

ニ

迫
リ
シ

コ

ト
ハ

殆
ド
名
状
ス

ベ

カ

ラ
ズ
シ

テ
既
ニ

昨
年
ノ

豊
稔
ヲ

以
テ
ス

ル

モ

猶
ホ

今
日
ニ

至
ル

マ

デ
其
年
貢
ヲ

納
レ

得
ザ
ル

者
決
シ

テ
尠
カ

ラ

ザ
ル

ニ

况

ン

ヤ

本
年
ノ

如
キ
ハ

不
正
ノ

気
候
打
続
キ
タ
ル

ガ
上
ニ

又
非
常
ナ
ル

暴
風
雨
ノ

痛
ク
農
作
ヲ

害
シ

タ
ル

ア
ル

ヲ

ヤ

此
ヲ

以
テ
本
年
ハ

到
底
我
々

地
主
ニ

於
テ
ハ

更
ラ
ニ

彼
ノ

小
作
年
貢
ヲ

領
受
シ

得
ベ

キ

見
込
ミ

之
レ

ナ
ク
去
レ

バ

ト
テ
又
タ

貢
租
ノ

義
務
ハ

独
リ
我
々

ノ

頭
上
ニ

懸
リ
テ
毫
モ

怠
ル

ベ

キ
ニ

非
ラ
ズ

即
チ
我
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々

ハ

一

方
ニ

於
テ
ハ

決
シ

テ
避
ク
ベ

カ
ラ

ザ
ル

ノ

支
出
ヲ

負
担
ス

ル

傍
ラ
一

方

ニ

於
テ
ハ

之
レ

ニ

充
ツ
ベ

キ
収
入
ノ

財
源
ヲ

杜
絶
シ

テ
実
ニ

進
退
狼
狽
ヲ

為
ス

ナ
リ
且
ツ

嚮
キ
ニ

納
租
期
限
ノ

改
正
ア
リ
シ

ヨ

リ
以
来
第
三
期
〔
即
チ
其
年
十

二

月
〕
ノ

貢
納
ニ

際
シ

テ
痛
ク
地
主
ノ

困
却
ヲ

加
ヘ

来
リ
タ
ル

コ

ト
ハ

殆
ト
天

下
公
衆
ノ

熟
知
ス

ル

所
ト
ス

ル

ナ
リ
其
故
如
何
ト
ナ
レ

バ

即
チ
地
主
ノ

以
テ
其

貢
租
ニ

充
ツ
ベ

キ
所
ノ

小
作
年
貢
ハ

翌
年
一

月
中
旬
以
後
ニ

至
ル

ニ

非
ラ
ザ
ル

ヨ

リ
ハ

決
シ

テ
之
レ

ヲ

小
作
人
ヨ

リ
受
領
シ

得
ザ
ル

ヲ

以
テ
ナ
リ
而
シ

テ
其
昨

年
マ

デ
辛
フ

シ

テ
此
第
三
期
ノ

貢
租
ヲ

怠
ラ
ザ
ル

ヲ

得
タ
ル

ハ

是
レ

猶
ホ

世
上

金
融
ノ

未
ダ
全
ク

壅
塞
ス

ル

ニ

至
ラ
ザ
リ
シ

ノ

故
ヲ

以
テ
一

時
貢
租
ヲ

他
借
ニ

弁
ジ

翌
年
一

月
小
作
年
貢
ノ

入
ル

ニ

及
ビ

テ
便
チ
之
レ

ヲ

償
フ

コ

ト
ヲ

得
タ
ル

ニ

由
ル

モ

本
年
ノ

如
キ
ハ

乃
チ
然
ラ
ズ

第
一

ニ

ハ

金
融
ノ

全
ク

壅
塞
シ

尽
シ

タ

ル

ト

第
二
ニ

ハ

小
作
年
貢
ノ

翌
年
一

月
ハ

云
フ
ニ

及
バ

ズ
三
月
五
月
ニ

至
レ

バ

ト
テ
終
ニ

全
ク
収
マ

ル

ベ

キ
ノ

望
ミ

ナ
キ
ト
ニ

因
由
シ

テ
之
レ

ヲ

彼
ノ
一

時
ノ

他
借
ニ

弁
ズ
ル

ノ

便
利
モ

亦
タ
将
サ
ニ

全
ク
絶
ヘ

テ
之
レ

ナ
カ

ラ
ン

ト
ス

鳴
呼

我
々

農
民
ノ

貧
窮
特
ニ

納
税
者
ノ

困
艱
ハ

豈
ニ

誠
ニ

此
ニ

至
リ
テ
極
マ

レ

リ
ト

云
ワ

ザ
ル

ベ

ケ
ン

ヤ

〔
本
郡
ノ

情
状
已
ニ

斯
ノ

如
シ

然
ラ
バ

則
チ
之
ヲ

推
シ

テ

他
ノ

地
方
ヲ

測
ル

モ

亦
同
一

般
ナ
ル

ベ

キ
ヲ

信
ズ

何
ト
ナ
レ

バ

今
日
ノ

困
難
ハ

其
原
因
甚
ダ
広
大
ナ
ル

モ

ノ
ニ

シ

テ
特
ニ

我
一

郡
ニ

止
マ

ル

ベ

キ
モ

ノ
ニ

非
ラ

ザ
レ

バ

ナ
リ
私
等
謹
テ
明
治
十
七
年
三
月
第
七
号
公
布
ヲ

拝
読
ス

ル

ニ

其
第
八

条
ニ

ハ

一

般
ニ

地
価
ノ

改
正
ヲ

要
ス

ル

時
ハ

前
以
テ
其
旨
ヲ

布
告
ス

ベ

シ

ト
ア

リ
テ
優
渥
仁
慈
ナ
ル

聖
旨
ハ

其
紙
面
ニ

溢
レ

タ
ル

ヲ

感
泣
ス

而
シ

テ
今
日
ハ

是

レ

最
早
一

般
ニ

地
価
ノ

改
正
ヲ

仰
ガ
ザ
ル

ヲ

得
ザ
ル

ノ

時
ナ
リ
ト
愚
考
ス

〕
是

レ

則
チ
私
等
ガ
已
ム

コ

ト
ヲ

得
ズ

此
ノ

哀
願
書
ヲ

奉
呈
ス

ル

所
以
ナ
リ
伏
シ

テ

願
ク
ハ

我
賢
明
ナ
ル

政
府
諸
公
ノ

幸
ニ

此
ノ

困
窮
ヲ

憐
憫
シ

テ
暫
ク
地
租
ノ

幾

分
ヲ

減
ジ
以
テ
我
々

衆
民
ノ

蘇
生
ヲ

得
セ

シ

メ
ラ
レ

ン

コ

ト
ヲ

是
レ

私
等
ガ
誠

ニ

切
ニ

哀
訴
歎
願
ス

ル

所
ナ
リ
　
誠
徨
誠
恐
頓
首
謹
白

明
治
十
七
年
十
一

月

愛
甲
郡
下
荻
野
村

総
代

難

波

惣

平

木

村

角
次
郎

小

林

又

平

毛

利

恒
次
郎

毛

利

源

七

林

佐
次
郎

渡

辺

市
五
郎

木

村

勘
次
郎

小

林

重
三
郎

難

波

久
太
郎

小

林

茂

平

野

口

清
太
郎

野

口

四

平

猪

熊

平

治

林

銕
五
郎

片

野

徳

造

難

波

定

八

内

田

長
五
郎

土

屋

忠
治
郎

難

波

清
太
郎

野

口

七

郎

野

口

政

八

難

波

重
郎
平

神

戸

兼

吉

難

波

孫
次
郎

難

波

銀

造

木

村

万
次
郎
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小

林

正
九
郎

小

林

佐
治
平

難

波

忠

平

難

波

半

平

村

松

昇

造

井

上

栄
太
郎

塩

川

善

八

荻

原

伴

吉

難

波

安
太
郎

北

条

存

嶺

木

村

伝
十
郎

難

波

清

吉

難

波

富
五
郎

難

波

惣
十
郎

中
荻
野
村

総
代

天

野

政

立

小

野

善

吉

三

浦

政

憲

小

野

久

治

石

井

勇

八

石

井

時
太
郎

和

田

台

造

森

与

七

和

田

幸

七

柳

田

富

三

花

上

光
五
郎

花

上

千
代
松

難

波

富

雄

花

上

孫
四
郎

石

井

広

吉

三

栖

彦
太
郎

小

野

嘉

七

石

射

清
太
郎

佐

藤

政
五
郎

森

甚

太

郎

斎

藤

作
次
郎

花

上

美
喜
造

石

井

政

吉

落

合

源
太
郎

花

上

庄

平

伏

見

与
五
郎

上
荻
野
村

三
橋

平
左
衛
門

岸

重

郎

平

天
利

権
左
衛
門

田

口

左
一

郎

井

上

督

治

高

橋

伊
兵
衛

森

屋

亀

吉

佐

藤

利

八

斎

藤

弁

治

田

口

松

平

岸

利

八

沼

田

一

平

佐

藤

友
三
郎

大

谷

忠

三

総
代

神

崎

正

三

神

崎

国

蔵

井

上

海

蔵

棚
沢
村柏

木

徳
次
郎

原

太

郎

柏

木

新

作

山

口

五
三
郎

井

上

茂

平

橘

川

文
治
郎

原

紋

次

郎

柏

木

四

郎

関

原

要

八

橘

川

重

平

橘

川

周

吉

関

原

治

作

柏

木

和
十
郎

柏

木

作
太
郎

橘

川

加
平
治

三
田
村大

塚

丑
太
郎

小

室

与

市

落

合

惣
太
郎

落

合

巳
之
吉

曽
根

千
代
次
郎

川

口

郷

治

森

住

半

平

米

山

五
郎
平

森

住

新
太
郎

総
代

井

上

篤
太
郎

金

子

市
太
郎

佐

藤

彦

治

小

室

五

郎

小

室

喜

八

三

橋

八

郎

小

島

直
次
郎

森

住

惣

七

森

住

兵
太
郎

大

塚

治
郎
作

落

合

藤

八

曽

根

善

吉

石
井

久
米
次
郎

望

木

綱
五
郎

高

井

岡

三

小

沢

善
太
郎

高

井

彦
太
郎

近

藤

三
次
郎
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寺
久
保

市

平

柳

川

源
四
郎

鈴

木

年

造

二

見

元
次
郎

二

見

彦

平

石

井

七
太
郎

串

田

平

吉

難

波

甚

平

馬

場

豊
次
郎

村

上

安
次
郎

落

合

清
五
郎

大

塚

幸
二

郎

小

室

平
十
郎

石

塚

銕
五
郎

竹

松

儀
三
郎

柳

川

保
次
郎

落

合

六

平

下
川
入
村

佐

野

安
太
郎

鈴

木

万
五
郎

笹

生

満

造

佐

野

七

郎

笹
生

与
次
衛
門

松

野

藤

作

及
川
村

総
代

沼

田

初
五
郎

森
久
保

増

造

栗

原

佐
治
平

桐

生

金
次
郎

今

井

金

平

渋

谷

儀

八

田

所

栄

八

浅

葉

馬

吉

高

橋

平

八

小

島

秀
五
郎

島

崎

石

三

和

田

弥

市

和

田

長
三
郎

高

崎

弥
五
八

栗

原

重

吉

土

屋

倉

吉

本

馬

〓
三
郎

遠

藤

忠

八

細

野

杢

平

土

屋

伊
三
郎

田

所

定

吉

加

藤

治

平

岩

本

治
郎
吉

土

屋

重
五
郎

桐

生

長
五
郎

桐

生

善

平

妻
田
村小

島

伝

吉

中

野

庄
太
郎

福

山

鎌
三
郎

永

野

格
次
郎

川

井

安
太
郎

山

口

友
二

郎

中

野

喜

平

吉

村

徳
次
郎

川

島

勝
次
郎

川

井

徳
次
郎

福

山

孫

七

水

島

新
八
郎

川

井

悦

三

飯
山
村森

豊

吉

遠

藤

平

七

井

上

巳
之
助

川

田

乙
次
郎

川

田

岸

造

岩
崎
八
郎
左
衛
門

八

木

弥
兵
衛

渡
辺

伝
左
衛
門

若

林

竜

造

八

木

米

吉

佐
々

木

喜
代
松

遠

藤

鯛
次
郎

小

島

増
五
郎

霜
島

茂
右
衛
門

榎

本

利
伊
造

山

川

菊
次
郎

臼

井

馬

吉

佐
々

木

喜
太
郎

八
木

与
左
衛
門

山

田

丑

松

小

島

啓
次
郎

佐
々

木

辰
五
郎

遠

藤

仁

輔

井

上

芳
五
郎

総
代

山

川

市

郎

川

田

百

蔵

山

川

五
兵
衛

臼
井
治
郎
左
衛
門

小

島

佐

内

岩

崎

庄
太
郎

市

野
七
郎
兵
衛

佐
々

木

八
次
郎

古

宮

茂

吉

上
古
沢
村
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永

島

彦
太
郎

外

山

倉
次
郎

永

島

秋
次
郎

守

屋

森
三
郎

石

原

重

吉

守

屋

惣
十
郎

永

島

房
次
郎

温
水
村井

萱

治
左
衛
門

神

崎

忠

造

内

藤

甚
七
郎

吉

岡

定

八

吉
岡

杢
右
衛
門

石

井

守
次
郎

山

口

忠

太

伊

藤

只
十
郎

吉

岡

周

吉

神

崎

直
次
郎

長

田

長
次
郎

平

井

亀
三
郎

神

崎

己

八

船
子
村古

沢

鷹
太
郎

森

屋

友
次
郎

小

金

九
十
郎

浅

岡

一

十
郎

森

屋

兵
三
郎

浅

岡

勇
次
郎

関

野

伊

平

長
谷
村石

射

喜
十
郎

武

井

政
五
郎

山

口

泰

厚
木
町清

田

半
兵
衛

斎

藤

貞

輔

岡
津
古
久
村

杉

山

七

郎

愛
甲
村内

山

八
郎
平

服

部

新

作

服

部

久

造

石

井

重
郎
平

山

田

惣

七

石

井

団
次
郎

平

本

善

吉

早

川

耕

造

小

泉

平

造

溝
呂
木

千
代
吉

服

部

大

吉

荘

司

要

造

須

藤

清

吉

相

田

勝
次
郎

原

島

鎌

吉

山

田

弥
五
郎

牧

田

宮
一

郎

服

部

長

吉

服

部

峰

造

井
上

久
米
次
郎

石

井

源

造

石

井

佐

市

石

井

金

平

牧

田

小

平

柳

田

久
三
郎

愛
名
村杉

山

荘
五
郎

飯

原

七

郎

青

木

弥

八

杉

山

伊

平

飯

原

仁

平

山

口

時
次
郎

杉

山

安
五
郎

林

村
成

瀬

才
次
郎

成

瀬

庄
三
郎

小

島

与
平
治

岸

忠
兵
衛

平

井

茂

平

葉

山

彦
太
郎

杉

山

伊
之
助

中

野

吉

三
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戸
室
村霜

島

甚
四
郎

志

村

四

郎

霜

島

九

重

安

藤

善
四
郎

安

藤

利

八

霜

島

常

吉

安

藤

喜
十
郎

安

藤

弥
三
八

霜

島

藤

八

恩
名
村和

田

友
右
衛
門

石

井

太
郎
吉

和

田

勘

平

小

島

定

八

新

藤

妻

吉

城

内

惣
十
郎

和
田

伝
左
衛
門

浜

田

友

八

露

木

為

造

露
木

七
郎
兵
衛

鈴

木

彦
次
郎

三

橋

久
四
郎

和

田

利
平
治

和

田

順
次
郎

小

宮

浦

吉

井

上

政

吉

三

橋

荘
太
郎

七
沢
村中

村

得

治

遠
藤

佐
左
衛
門

加
藤

好
右
衛
門

中

村

多
十
郎

三

橋

貞
次
郎

中

村

助
次
郎

荻

山

健
次
郎

黄
金
井

伝
四
郎

高

橋

増
五
郎

前

場

源
兵
衛

三
橋

弥
右
衛
門

越

名

忠
兵
衛

能

条

丑

松

久

崎

愛
次
郎

遠

藤

新
之
助

朝
生

八
右
衛
門

三

橋

金
兵
衛

中
村
左
五
右
衛
門

三

橋

市
之
丞

八
菅
山
村

相

馬

安

矢

後

豊

久

松

平

信

懿

足
立
原

康

矢

後

矢

毎

中
津
村関

戸

竹
次
郎

熊

坂

善

次

三
増
村岡

本

与

八

杉

浦

花
吉
郎

畑

山

弥

市

小
野
沢

増
太
郎

宮

木

幸

助

小
長
井

崎
太
郎

平

本

武
兵
衛

平

本

菊
次
郎

岡

本

浪
次
郎

八

木

竹

助

小
野
沢

守

造

小
野
沢

卯
之
助

平

木

豊

吉

家
城

源
右
衛
門

高

木

甚

造

田
代
村平

本

清

造

伊

従

佐

平

山
口

平
右
衛
門

萩
田

弥
治
兵
衛

奈
良

林
右
衛
門

伊
従

惣
右
衛
門

奈

良

伊
兵
衛

高

島

清

造

半
原
村志

村

多

吉

井

上

茂

吉

井
上

彦
左
衛
門

甘
利

惣
右
衛
門

八

木

茂

助

小
島

清
左
衛
門

佐

藤

嘉

助

染

矢

三

郎

小

島

儀

平

©神奈川県立公文書館



佐

藤

十
三
郎

上
依
知
村

大

野

幸

造

吉

田

久

七

古

姓

元

吉

古

姓

善

治

深

田

利
三
郎

斎

藤

治
良
八

矢

後

勝
五
郎

古

姓

清
五
郎

古

姓

治

作

森

栄
五
郎

大
蔵
卿
　
松
方
正
義
殿

前
書
之
通
相
違
無
之
候
也

戸
長
　
神

崎

正
兵
衛

同

　
中

村

繁

三

同

　
梅

沢

義
三
郎

同

　
松

野

平

作

同

　
高

梨

能

有

同

　
鈴

木

清
太
郎

同

　
外

山

健
次
郎

同

　
大

矢

邑
三
郎

（
和
田
傳
氏
蔵
）

（
注
）
大
磯
町
教
育
委
員
会
所
蔵
資
料
に

同
様
の

も
の

が
あ
る
。

一

七
八

　
未
納
地
租
金
納
入
先
変
更
嘆
願
書

歎

願

書

小
山
村

久
保
田

常
次
郎

久
保
田

吉
五
郎

久
保
田

久
次
郎

久
保
田

才
次
郎

井

上

登
一

郎

久
保
田
忠
右
衛
門

常

盤

喜

助

長
谷
川

力

蔵

松

本

伊

助

井

上

吉
五
郎

大

谷

助
之
丞

右
私
共
儀
貧
ニ

逼
リ
第
二

期
地
租
未
納
セ

シ

ニ

ョ

リ
本
郡
役
所
ヨ

リ
本
月
十
七

日
出
ノ

御
呼
出
状
賜
リ
驚
入
速
ニ

出
頭
可
仕
之
処
前
書
申
上
候
通
リ
逼
塞
之
我

々

地
租
上
納
ニ

ス

ラ

実
事
困
却
ヲ

来
シ

居
候
間
今
回
ニ

限
リ
特
例
ヲ

以
テ
当
役

場
ヘ

地
租
金
御
領
収
ア
ツ

テ
本
郡
役
所
ヘ

出
頭
セ

サ
ル

様
御
取
成
被
下
候
上
ハ

已
後
地
租
勿
論
諸
税
金
等
ニ

至
リ
迄
必
ス

上
納
仕
候
間
何
卒
右
願
之
趣
御
許
容

被
成
度
連
署
ヲ

以
テ
此
段
懇
願
候
也

右

明
治
十
七
年
十
一

月
廿
五
日

　
久
保
田

常
次
郎
（
印
）
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久
保
田

吉
五
郎
（
印
）

久
保
田

久
次
郎
（
印
）

久
保
田

才
次
郎
（
印
）

井

上

登
一

郎
（
印
）

久
保
田
忠
右
衛
門
（
印
）

常

盤

喜

助
（
印
）

長
谷
川

力

蔵
（
印
）

松

本

伊

助
（
印
）

井

上

吉
五

郎
（
印
）

大

谷

助
之
丞
（
印
）

橋
本
村
外
三
ケ

村

戸
長
　
神
藤
利
兵
衛
殿

（「
諸
願
届
開
伸
書
綴
」
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

一

七
九

　
地
租
未
納
者
呼
出
状
取
纒
還
納
に

関
す
る
許
可
願

上

申

客
月
三
十
一

日
付
ヲ

以
テ
十
八
年
度
地
租
第
二

期
不
納
者
呼
出
状
御
回
送
相
成

候
ニ

付
即
チ
本
月
二

日
役
場
使
丁
ヲ

以
テ
呼
出
状
配
布
お
よ
ひ

候
処
別
紙
呼
出

状
記
入
之
者
役
場
使
丁
ト
行
違
当
役
場
ヘ

参
リ
地
租
上
納
致
度
旨
申
出
候
ニ

付

懇
篤
説
喩
之
上
右
様
之
義
無
之
様
持
来
ヲ

戒
メ

地
租
領
収
書
ニ

就
テ
ハ

呼
出
状

本
人
等
ヨ

リ
御
還
納
可
仕
之
処
時
節
柄
多
忙
且
遠
隔
之
コ

ト
故
今
這
ニ

限
リ
呼

出
状
当
御
役
場
ヨ

リ
御
還
納
被
成
候
様
只
管
相
歎
キ
候
ニ

付
不
得
止
呼
出
状
取

纒
メ

還
納
仕
候
段
御
許
容
相
成
度
此
段
上
申
候
也

高
座
郡
橋
本
村
外
三
ケ
村

明
治
十
八
年
十
一

月
二

日

戸
長
　
桐
生
増
兵
衛

高
座
郡
長
　

今
福
元
頴
殿

（「
諸
願
届
開
伸
書
綴
」
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

（
注
）
別
紙
欠
。

一

八
〇

　
山
林
原
野
雑
種
地
税
未
納
分
等
年
賦
払
に

関
す
る

上
申
書
（
一

－
二

）

（一）

上

申

書

高
座
郡
各
町
村

右
者
今
般
過
ル

明
治
十
一

年
度
ヨ

リ

同
十
五
年
度
ニ

至
ル

山
林
原
野
雑
種
税
不

納
之
分
及
田
畑
租
精
算
過
不
足
預
等
明
治
十
一

十
二

両
年
分
ハ

本
年
十
一

月
三
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十
日
限
リ
同
十
三
年
度
ヨ

リ
十
五
年
度
ニ

跨
ル

分
ハ

来
ル

明
治
十
八
年
四
月
限

リ
上
納
可
致
旨
御
達
相
成
既
ニ

前
期
ノ

割
符
御
配
賦
相
成
候
ニ

付
テ
ハ

如
命
納

金
可
為
致
者

勿
論
之
処
目
下
各
村
民
之
景
況
ヲ

視
察
ス

ル

ニ

物
価
遂
ニ

下
落
シ

金
融
閉
塞
シ

加
之
昨
明
治
十
六
年
之
旱
魃
ヨ

リ
引
続
本
年
九
月
ノ

暴
風
ニ

係
リ

五
穀
悉
皆
凶
作
ナ
リ
村
民
一

般
糊
口
ニ

差
閊
殆
ン

ド
困
窮
之
極
ニ

達
シ

定
期
之

貢
租
ス

ラ

以
テ
未
納
処
分
ニ

モ

可
相
成
場
合
ニ

付
本
年
度
第
三
四
両
期
ノ

貢
租

取
立
方
ニ

モ

実
ニ

難
事
タ
ル

景
況
然
ル

ニ

前
願
之
不
納
金
ヲ

本
年
度
ニ

徴
集
候

テ
ハ

人
民
之
困
難
実
ニ

見
ニ

不
忍
場
合
ニ

就
而
者
去
ル

明
治
九
十
両
年
度
分
田

畑
山
林
雑
地
地
租
残
納
之
義
者
既
ニ

明
治
十
五
年
五
月
本
県
甲
第
九
拾
号
ヲ

以

テ
年
賦
上
納
之
御
達
モ

有
之
旁
何
卒
今
般
之
儀
モ

前
願
之
場
合
格
別
之
御
仁
恤

ヲ

以
テ
毎
壱
ケ
年
度
ツ
ヽ

差
別
シ

五
ケ
年
賦
ニ

上
納
相
成
候
様
致
度
右
者
妄
ニ

前
条
寛
大
之
御
趣
意
ニ

慣
レ

嘆
願
ス

ル

義
ニ

非
ス

ト

雖
モ

事
実
憫
然
之
場
合
難

黙
不
止
得
嘆
願
仕
候
儀
ニ

付
何
卒
御
採
用
相
成
度
比
段
連
署
ヲ

以
奉
具
申
候
也

明
治
十
七
年
第
十
一

月
十
三
日

高
座
郡
下
鶴
間
村
外
三
ケ
村

戸
長
　
長
谷
川

彦

八（
印
）

同
郡
下
溝
村
外
三
ケ
村

戸
長
　
安
藤

庄
左
衛
門（
印
）

同
郡
田
名
村

戸
長

　
志

村

大

輔（
印
）

同
郡
鵜
野
森
村
外
四
ケ
村

戸
長
　
河

本

崇

蔵（
印
）

高
座
郡
国
分
村
外
八
ケ
村

戸
長
　
吉

田

逸

作（
印
）

同
郡
上
溝
村

戸
長
　
鈴

木

藤

吉（
印
）

同
郡
橋
本
村
外
三
ケ
村
戸
長
代
理

筆
生
　
矢

島

甚
十
郎（
印
）

同
郡
大
島
村
外
弐
ケ
村

戸
長
　
安

西

茂

重（
印
）

同
郡
羽
鳥
村
外
四
ケ
村

戸
長
　
金
子

小
左
衛
門（
印
）

同
郡
藤
沢
駅
坂
戸
町
外
一

ケ

町

戸
長
　
上

野

清
兵
衛（
印
）

同
郡
堤
村
外
四
ケ

村

戸
長
　
富
田
七
郎
右
衛
門（
印
）

同
郡
中
野
村
外
七
ケ
村

戸
長
　
浜

田

克

忠（
印
）

同
郡
長
後
村
外
四

ケ
村

戸
長
　
関

水

隈

蔵（
印
）

同
郡
円
行
村
外
五
ケ
村

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
殿

戸
長
　
杉

山

信

尹（
印
）

同
郡
室
田
村
外
六
ケ

村

戸
長
　
水

越

宇
八
郎（
印
）

同
郡
茅
ケ
崎
村

戸
長
　
内

山

吉
五
郎（
印
）

同
郡
一

之
宮
村
外
十
ケ

村

戸
長
　
小
泉

与
左
衛
門（
印
）

同
郡
用
田
村
外
五
ケ

村

戸
長
亀
井
直
喜
代
理

筆
生
　
和

田

高

蔵（
印
）

同
郡
今
宿
村
外
十
ケ
村

戸
長
　
内

田

慶
二

郎（
印
）

同
郡
深
谷
村
外
七
ケ
村

戸
長
高
嶋
照
方
代
理

筆
生
　
田

戸

宗

内（
印
）

同
郡
座
間
入
谷
村
外
四
ケ
村

戸
長
　
大

矢

弥

市（
印
）
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『
収
第
百
八
十
五
号

書
面
願
之
趣
難
聞
届
候
事

明
治
十
七
年
十
一

月
廿
二

日

神
奈
川
県
令
　
沖

守
固
（
印
）
』

（「
指
令
綴
」（
明
治
一

四
―
一

七
年
）
大
和
市
役
所
蔵
）

（二）

山
林
原
野
雑
種
地
税
未
納
分
及
田
畑
追
徴
金
ノ

義
ニ

付
上
申
書

高
座
郡
藤
沢
駅
阪
戸
町

外
壱
ケ
町

百
九
ケ

村

右
者
各
町
村
戸
長
等
謹
テ
上
申
仕
候
物
価
頓
ニ

下
落
セ

シ

ョ

リ
金
融
俄
ニ

閉
塞

シ

不
景
気
ハ

世
間
一

般
ナ
リ
ト

雖
モ

顧
フ

ニ

本
郡
各
村
ニ

優
ル

モ

ノ

恐
ラ

ク
ハ

ナ
カ

ラ
ン

何
ト
ナ
ラ
ハ

一

昨
明
治
十
八
年
ハ

非
常
ノ

旱
魃
ニ

罹
リ
尋
テ
明
治
十

七
年
ハ

近
来
未
曽
有
ノ

暴
風
ニ

逢
ヒ

雑
穀
ノ

損
害
ヲ

蒙
ル

莫
大
ニ

シ

テ
是
カ

為

メ
両
年
ト
モ

其
収
穫
ハ

殆
ト
平
年
ノ

十
分
ノ
一

ノ
ミ

此
ノ

僅
々

タ
ル

両
年
ノ

収

穫
ヲ

以
テ
漸
ク
昨
十
七
年
ハ

凌
キ
来
リ
シ

モ

本
年
ニ

至
リ
テ
ハ

人
民
一

般
糊
口

ニ

差
支
エ

ン

ト
ス

ル

ノ
ミ

ナ
ラ
ス

将
サ
ニ

飢
餓
ニ

迫
ル

モ

ノ

比
々

有
之
鳴
呼
民

間
ノ

困
難
ナ
ル

今
日
ノ

如
キ
惨
状
ハ

古
来
稀
ナ
ル

モ

ノ

ト

存
シ

候
而
リ
然
シ

テ

〓
ニ

上
申
候
願
意
ノ

御
採
用
ヲ

仰
カ
ン

ト
ス

ル

ハ

明
治
十
一

年
ヨ

リ
同
十
五
年

ニ

至
ル

山
林
原
野
雑
種
税
及
ヒ

田
畑
精
算
不
足
額
未
納
分
徴
収
ニ

相
成
候
期
限

是
ナ
リ
明
治
十
一

及
十
二

ノ

両
年
度
分
ハ

本
年
四
月
上
納
候
処
残
ル

明
治
十
三

十
四
ノ

両
年
分
モ

遠
カ
ラ
ス

御
徴
収
相
成
候
由
抑
モ

当
山
林
原
野
雑
種
税
及
ヒ

田
畑
不
足
額
ハ

謹
テ
命
令
ヲ

奉
シ

上
納
可
致
ス

ハ

勿
論
ノ

義
ニ

候
得
共
前
段
ニ

述
ル

カ

如
ク
民
間
ノ

惨
状
今
日
ヨ

リ
甚
ダ
シ

キ
ハ

ナ
シ

定
期
ノ

地
租
及
地
方
税

協
議
費
学
費
等
上
納
ス

ル

尚
非
常
ノ

困
難
ニ

テ
遂
ニ

公
売
御
処
分
ヲ

受
ク
ル

モ

ノ

比
々

之
ア
ル

場
合
ナ
ル

ニ

右
山
林
租
等
御
徴
収
ニ

相
成
候
節
ハ

人
民
猶
又
一

層
ノ

困
難
ヲ

増
シ

朝
憲
ヲ

乱
ス

不
祥
ノ

結
果
ノ

生
ス

ル

ヤ
モ

難
計
何
共
愍
然
ノ

至
リ
ニ

御
座
候
間
何
卒
右
山
林
租
等
ノ

未
納
分
ヲ

彼
ノ

明
治
九
十
両
年
地
租
ノ

年
賦
延
納
ニ

傚
ヒ

五
ケ
年
乃
至
七
ケ
年
賦
ノ

方
法
ヲ

以
テ
御
徴
収
相
成
候
得
ハ

一

ツ
ハ

以
テ
民
間
ノ

苦
痛
ヲ

助
ケ
一

ツ
ハ

以
テ
御
徴
収
渋
滞
ナ
ク
却
テ
便
益
ナ

ラ
ン

ト

存
候
右
ハ

民
間
ノ

惨
状
見
ル

ニ

忍
ヒ

ズ

恐
ヲ
モ

顧
ミ
ス

本
郡
各
町
村
戸

長
一

同
連
署
ヲ

以
テ
閣
下
ノ

御
仁
恤
ヲ

以
テ
何
分
ノ

御
貴
命
相
成
度
此
段
上
申

候
也

高
座
郡
羽
鳥
村
外
四

ケ
村

戸
長
　
金
子

小
左
衛
門
印

同
郡
一

ノ

宮
村
外
十
ケ
村

戸
長
　
小
泉

与
左
衛
門
印

同
郡
堤
村
外
四
ケ
村

戸
長
　
冨
田
七
郎
右
衛
門
印

同
郡
茅
ケ
崎
村

戸
長
　
内

山

吉
五
郎
印

同
郡
今
宿
村
外
十
ケ

村

戸
長
　
内

田

慶
次
郎
印

同
郡
用
田
村
外
五
ケ
村

戸
長
　
亀

井

直

僖
印
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同
郡
坂
戸
町
外
壱
ケ
町

戸
長
　
上

野

清
兵
衛
印

同
郡
室
田
村
外
六
ケ
村

戸
長
　
水

越

宇
八
郎
印

同
郡
座
間
入
谷
村
外
四
ケ

村

戸
長
　
大

矢

弥

市
印

同
郡
下
溝
村
外
三
ケ

村

戸
長
安
藤
庄
左
衛
門
代
理

筆
生
　
中

村

金

三
印

同
郡
中
野
村
七
ケ

村

戸
長
　
浜

田

克

忠
印

同
郡
国
府
村
外
八
ケ
村

戸
長
　
吉

田

逸

作
印

同
郡
深
谷
村
外
七
ケ
村

戸
長
　
杉

並

保

治
印

同
郡
上
溝
村戸

長
　
鈴

木

藤

吉
印

同
郡
田
名
村戸

長
　
志

村

大

輔
印

同
郡
下
鶴
間
村
外
三
ケ
村

戸
長
　
長
谷
川

彦

八
印

同
郡
鵜
ノ

森
村
外
四
ケ

村

戸
長
　

河

本

崇

咸
印

同
郡
円
行
村
外
五
ケ
村

戸
長
　
杉

山

信

尹
印

同
郡
長
後
村
外
四

ケ
村

戸
長
　
関

水

隈

蔵
印

同
郡
橋
本
村
外
三
ケ

村

戸
長
　
桐

生

増
兵
衛
印

（「
諸
願
届
開
伸
書
綴
」
相
模
原
市
史
資
料
室
蔵
）

第
二

節
　
地
価
修
正

地
租
軽
減
運
動

一

八
一

　
地
租
軽
減
請
願
書

地
租
軽
減
ノ

儀
ニ

付
請
願
書

謹
テ
貴
族
院
議
員
貴
下
ニ

請
願
仕
リ
候

我
国
現
時
ノ

税
率
ハ

地
租
ノ

ミ
ニ

偏
重
シ

テ
農
民
ハ

其
負
担
ニ

苦
シ

ミ

府
県
会

開
設
以
来
府
県
会
議
員
撰
挙
被
撰
挙
権
ヲ

有
ス

ル

公
民
ニ

シ

テ
滞
納
ノ

為
ニ

公

売
処
分
ヲ

受
ケ
タ
ル

者
年
々

万
ヲ

以
テ
数
フ

ル

ノ

多
キ
ニ

及
ブ
ハ

某
等
ノ

言
ヲ

俟
タ
ス

シ

テ
明
亮
ナ
ル

事
ト

存
シ

候
抑
モ

斯
ノ

如
キ

痛
歎
ス

ベ

キ

惨
状
ヲ

生
出

シ

タ
ル

所
以
ノ

者
ハ

時
勢
ノ

変
遷
ニ

因
リ
其
方
針
ヲ

誤
リ
タ
ル

者
モ

之
レ

ア
リ

ト
雖
モ

其
最
多
数
ハ

地
租
ノ

過
重
ニ

堪
ヘ

ズ

困
難
ニ

困
難
ヲ

重
ネ
遂
ニ

其
極
ニ

至
リ
タ
ル

コ

ト
ハ

某
等
ノ

実
地
遭
遇
シ

来
リ
タ
ル

処
ニ

シ

テ
地
租
軽
減
ノ

儀
ハ

実
ニ

天
下
ノ

輿
論
ト

謂
フ

ベ

ク

既
ニ

第
一

期
ノ

議
会
ニ

於
テ
衆
議
院
ハ

地
租
五

厘
減
ノ

議
ヲ

可
決
シ

タ
ル

モ

議
会
閉
期
迫
リ
テ
貴
院
ハ

之
ヲ

議
ス

ル

ノ

時
日
ヲ

得
サ
リ
シ

ハ

某
等
ノ

実
ニ

遺
憾
ニ

堪
ヘ

ザ
リ
シ

事
ニ

有
之
候
本
年
ハ

衆
議
院
ニ

於
テ
モ

速
ニ

地
租
軽
減
ノ

議
ヲ

可
決
シ

貴
院
ニ

於
テ
モ

之
ヲ

可
決
セ

ラ
ル

事
ト

存
ジ

候
得
共
某
等
利
害
ノ

感
特
ニ

痛
切
ナ
ル

ヲ

以
テ
〓
ニ

地
租
百
分
ノ
二

分
五

厘
ヲ

減
シ

テ
百
分
ノ
二
ニ

軽
減
被
成
下
度
奉
願
上
候

頓
首
再
拝
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